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都市整備局みなとみらい２１推進課 

 

 

 

 

 

みなとみらい２１地区６０・６１・６２街区は、みなとみらい２１地区中心部と横浜駅の両方に近接

した大規模土地であり、都心臨海部における象徴的な開発を誘導する必要がある重要なエリアです。 
横浜市では、みなとみらい２１地区を取り巻く近年の開発状況や、昨年夏に実施したサウンディング

調査における複数の企業様からのご意見・ご提案を受け、今後の街づくりの方向性を検討してきました。 
これらの検討結果や、都心臨海部の目指すべき将来像を示した「横浜市都心臨海部再生マスタープラ

ン」を踏まえ、６０・６１・６２街区の街づくり方針を策定しました。 
 
１ みなとみらい２１地区６０・６１・６２街区 街づくり方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   詳細は別紙をご参照ください。また、ホームページで公開しています。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/mm21/inform/pdf/606162houshin.pdf 

 

２ みなとみらい２１地区６０・６１・６２街区の概要 
 
 (1)所在地 

右図参照 
 
(2)土地面積 

約 8.3 ヘクタール 
 
(3)アクセス 

・JR「横浜駅」から 

徒歩 10 分（約 900ｍ） 
 
・みなとみらい線「新高島駅」から 

徒歩 4分（約 300ｍ） 

お問合せ先 

都市整備局みなとみらい２１推進課長 天野 友義 Tel 045- 671-3501 

みなとみらい２１地区６０・６１・６２街区の 

街づくり方針を策定しました！ 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料

 
(1)区域：６０・６１・６２街区 
 
(2)方針：「観光・エンターテイメント」を 

軸とした街づくり 
 
(3)開発方針 

①中規模施設(0.5～1ha)、大規模施設(数 ha) 

の立地により賑わいを形成 
 
②街区貫通の歩行者通路を配置 

 
③中低層ゾーンを設定 

 
④街並み景観の形成 

 
(4)土地処分等の手法 

売却や定期借地等、多様な手法を活用 

60･61 街区 

62 街区 

MICE 施設の 
拡充整備予定 

中低層
エリア

歩行者ネットワーク 

歩
行
者
通
路



みなとみらい 21 地区 60・61・62 街区 街づくり方針 
 
 

１ はじめに 

   首都圏や羽田空港からのアクセスが良く、国内外からの観光客を呼び込む環境に優れているみなと

みらい２１地区では、近年、良質なエンターテイメント施設が立地し、地区の新たな魅力となってい

ます。また、今後の MICE 施設の拡充整備（20 街区）も踏まえ、MICE 参加者やその家族が安心・快適

で楽しく滞在できる街であることが求められます。 

更に、本年度実施したサウンディング調査においても、参加企業から「観光・エンターテイメント」

を軸とした街づくりは有効であるとのご意見をいただきました。 

このような中、平成 27 年２月に策定された横浜市都心臨海部再生マスタープランでは、横浜独自

の都心機能を高める視点の１つとして「観光・エンターテイメント・MICE など」を挙げ、また、60･

61･62 街区は、観光・エンターテイメント等の大規模集客施設を誘導するエリアとして位置付けられ

ました。このエリアは横浜都心臨海部における貴重な大規模土地であり、都心臨海部を象徴する開発

を誘導する必要があります。 

   これらを踏まえ、60・61・62 街区の街づくり方針を定め、街区開発を進めていきます。 

 

 

２ ６０・６１・６２街区 街づくり方針 

(1)区  域・・・60・61・62 街区を対象とする 

大規模な敷地や、水辺に近いロケーションを生かした賑わい空間を創出するため、60・61・62 街区

（約 8.3ha）を対象とします。 

 

 

(2)方  針・・・「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくり 

職・商・文・住が集まり一定程度成熟したみなとみらい２１地区にとって、来街者等が学び・楽し

み・交流できる場としての観光・エンターテイメントの集積は、地区の魅力をさらに高める新たな要

素となります。当エリアにおいて「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくりを進めることで、

アフターコンベンション機能を充実させると共に、こどもから大人まで、国内外の様々な人が学び・

楽しみ・交流できる街づくりを進め、『国際 MICE 都市 横浜』のブランドアップにつなげます。 

 

 

(3)開発方針 

 

① 中規模施設や大規模施設の立地により賑わいを形成 

サウンディング調査等による事業者ニーズを踏まえ、中規模施設（敷地面積 0.5～1.0ha 程度）

や大規模施設（開発敷地 数 ha）の立地による開発を誘導し、賑わいを形成します。 

 

 

② 街区を貫通する歩行者通路を整備 

約 8.3ha という広大な街区を貫通する歩行者通路（幅員 15m 程度）を整備し、来街者が水辺

を感じつつ、安全・快適に楽しみながら通行できる象徴的な歩行者空間を設けます。 

 

③ 歩行者通路より高島水際線公園側は、中低層の建築物を誘導 

歩行者通路より高島水際線公園側に中低層の建築物を誘導します。これにより、歩行者通路か

らの圧迫感を軽減し公園・水辺等への空間的な広がりを生み出すと共に、横浜駅側から当エリア

全体が見通せる景観の形成を誘導します。 

 

 

④ 街区全体が調和した魅力ある街並み景観の形成 

建物や空地等の配置・計画に配慮するため、マスターアーキテクト等の手法により、各施設の

特徴を活かしつつも街区全体として調和した街並み景観の形成を誘導します。 

 

 

 (4)土地処分等の手法・・・売却や定期借地等、多様な手法により街区開発を促進 

観光・エンターテイメント事業は、地区全体の賑わい創出や波及効果が高い一方、土地の高度利用

が難しく土地負担力が弱いため、進出が困難となっています。こうした、観光・エンターテイメント

事業の特性を考慮し、従来の売却による土地処分のほか、定期借地等、多様な手法を活用し、街区開

発を促進していきます。 

 

３ 街づくり方針イメージ 

 

※歩行者通路のルートはイメージであり、位置は今後調整していきます。 

海への見通しや 

空間的な広がり 

中低層
エリア

エリア構成イメージ 
 

中規模施設や大規模施設の立地により、 

エンターテイメントやエデュテイメント等

こどもから大人まで、国内外の様々な人が

学び・楽しみ・交流できる施設を集積 

歩行者ネットワーク 

水辺や周辺地区への 

見通しや空間的な広がり 

歩
行
者
通
路
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